
～ 特殊詐欺ニュース 第２３号 ～

秋田県警察本部

例：見知らぬ電話番号からの着信や不在着信に折り返し電話をする
と音声ガイダンスが流れ、ガイダンスに従い進んでいくと○○会社を
名乗る担当者が電話に出て、「動画サイトの視聴料金が未納です。」、
「このままでは裁判になる。」などと不安に陥らせます。そして・・・

こんな自動音声に要注意！


